
第8回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業
都内中小企業者が「製品・サービスの質的向上」による「競争力強化」や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進
める際に必要となる、機械設備等の導入経費の一部を助成します。

東京都

助成型（※2）

IT関連 / 事業継承 / 設備投資 / 研究・開発 / その他

令和6年10月1日現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、2年以上事業を継続
している中小企業者等

2024年11月1日～2024年11月15日

助成率：1/2～3/4、助成限度額：100万円～1億円
※ 助成率･助成金額は、事業区分等により変わります。

以下のいずれかに該当する事業であること
・競争力強化
・DX推進
・イノベーション
・後継者チャレンジ

助成対象経費：機械設備、器具備品、ソフトウェアの導入経費
設備設置場所：東京都内及び神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨
県（※ 都外設置の場合は、都内に本店があること）

産業労働局商工部創業支援課
電話：03-5320-4694

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/09/02/07.html
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